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事業目的

はじめに

再生可能エネルギー（再エネ）は、エネルギー安全保障にも寄与できる有望かつ多様で重要な低

炭素の国産エネルギー源である。中長期的な将来も見据え、パリ協定を契機とした脱炭素化の

要請の高まりや再生可能エネルギーを取り巻く需要の変化を背景に、３Ｅ＋Ｓの原則の下、再生

可能エネルギーの主力電源化に向けた環境整備を進めていくことが不可欠である。再エネの導

入拡大に伴って、系統増強や自然変動再エネの出力変動に追従可能な調整力の確保等、系統へ

の受入コストが増大するが、既存系統の最大限の活用や適切な調整力の確保等を通じて、社会

全体のコストの最小化を図る必要がある。

これらを踏まえ、本事業では、我が国において経済効率的かつ持続可能な形で再エネの導入拡

大を図るための施策に係る資源エネルギー庁殿の検討に資することを目的として、再エネの導

入率や促進施策等で我が国に先行する欧米諸国や再エネ導入が急速に進む新興国等を対象と

して、再エネ等の系統接続に関する諸制度の概要や施行状況等について調査を行った。

 本調査の目的は以下の通りである。
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実施内容

はじめに

第1章：諸外国における系統接続、増強に関する政策

ドイツ、イギリス、米国を対象に、大規模送電系統の長期計画策定における国家の戦略方針と系統計画の関係、また系統計画

の策定における政府と事業者の関係やフローに注目して、情報を整理した。また、こうした計画に基づいて系統増強を行う場合

の判断根拠を調査した。加えて、送電系統の整備ニーズおよびこれに係るコストが、再エネ適地など特定の地域に偏る傾向が強

いという課題も踏まえ、系統整備に係る費用分担のありかたについて整理した。このほか、HVDC海底ケーブルや架空線など、

直流送電に係るサプライチェーン支援に関して情報を整理した。

さらに、追加的なトピックとして、欧州大の系統計画である10カ年系統計画や、海底ケーブルに係る供用期間後の撤去検討事

例、ドイツの送電系統運用者であるTenneT社に対する支援の情報をとりまとめた。

上掲の各国の制度的取組の状況調査に加え、本調査では、現在進行中の海底直流送電系統整備プロジェクトの具体例として、イ

ギリスとドイツを結ぶ「NeuConnect」、及びイギリス国内でイングランドとスコットランドを結ぶ「Eastern Green Link2 

（EGL2）」を採り上げ、両プロジェクトのスキームの違いに注目して情報を整理した。さらに現在、複数の海底HVDCプロジェク

トのフィージビリティスタディが進められているASEAN地域に関して、主要な取組の進捗状況を整理した。

第2章：系統運用に関する政策

ドイツ、イギリス、スペイン、アイルランド、オーストラリア、米国を対象に、系統安定化のために送電系統運用者が行う出力制御

の制度や手法と実績、またこれに伴う補償の制度や実績を整理した。一部の国では市場的措置で出力制御に応じる電源を調達

するなどの枠組みがある。こうした事前の合意・約定に基づく手法と、市場ベースによらない送電系統運用者による技術的介入

による出力制御の違いに注目して情報を整備した。また、出力制や補償における、再エネに対する何らかの特例・優遇措置の有

無にも注目して情報を整理した。

 再エネの導入拡大に伴い、系統制約や系統増強ニーズの増大が顕在化することを踏まえ、再エネの導

入拡大が進む主要国について、以下の調査を行った。
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1.1  送電系統の定義
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ドイツ・送電系統の定義

1.1  送電系統の定義

出所）SMARD（連邦ネットワーク庁電力市場データウェブサイト） “Netzebenen”

送電網 配電網

運用者 送電系統運用者（TSO） 配電系統運用者（DSO）

目的 国内外に電気を長距離輸送する超高圧系統 消費者に電気を届けるための系統

電圧 交流：220ｋV、380ｋV

直流：～525ｋV

高圧：60～220ｋV 中圧：6～60ｋV

低圧：230Vまたは400V

 ドイツでは、220ｋV～を送電網（ネットワークレベル1）、これ以下を配電網と定義

 国内4つの送電系統運用者（TSO）が系統を所有・運用している

※このほか、国際送電ライセンスを受けて国際連系線のみを所有・運用する独立国際連系線運用者も存在

ドイツのネットワークレベル

送配電網概要
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イギリス・送電系統の定義

1.1  送電系統の定義

出所）SP Energy  Networks社ウェブサイト「Our  Transmiss ion  Network」

 イギリスでは、カントリーにより送配電網の電圧階級が異なる

 3つの系統所有者（TO）が存在し※、運用は独立系統運用者（ISO）であるNESOが実施

※このほか、洋上送電系統所有者（OFTO）、国際送電ライセンスを受けて国際連系線のみを所有・運用する独立

国際連系線運用者も存在

 配電系統は、14の配電事業者（DNO）が系統を所有・運用し、地域で独占的に実施

カントリー
送電網 配電網

運用者 所有者 電圧階級 運用者 所有者 電圧階級

イングランド

ISO
（NESO）

NGET社 275kV、400kV
DNO10社

132kV以下
ウェールズ DNO2社

スコットランド
SPT社、

SSENT社
132kV、275kV、

400ｋV
DNO2社

132kV未満
（主に66kV）

TOと管轄区域 DNOと管轄区域

送配電網概要

SEEN Transmission

SP Transmission

National Grid Electricity 

Transmission

出所）Energy  So lut ionsウェブサイト「DNO – Dis t r ibut ion  Network  Operators 」

出所）各種文献に基づきエム・アール・

アイ リサーチアソシエイツ作成
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米国・送電系統の定義

1.1  送電系統の定義

 米国では、送電網の電圧区分などを全国で統一していない

 自由化市場では独立系統運用者（ISO）/地域送電機関（RTO）が、垂直統合市場では発送配電一体

運営しており、定義は系統運用者が規定
電力系統概要

送電網 配電網

運用者 垂直統合市場：発送配電一体

自由化市場：独立系統運用者（ISO）または地域送電機関（RTO）

各州の配電事業者

目的 高圧電線による長距離間の電力の伝送 消費者に電気を届けるための系統

電圧 送電：115kV, 138kV, 230kV, 345kV, 500kV, 765kV

サブ送電：34kV, 46kV, 69kV

34kV以下

出所）DOE “How I t  Works :  E lect r ic  Transmiss ion  &  Dis t r ibut ion  and  Protect ive  Measures”
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1.2  送電系統の長期開発計画の策定フローと位置づけ
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系統計画に係る国家と事業者の関係

1.2  送電系統の長期開発計画の策定フローと位置づけ

 政府のエネルギー・気候政策を前提に、送電系統計画を策定。

 計画の位置づけや策定フローは、各国の広域送電網の状況や政治体制により異なる特徴を持つ。

ドイツ イギリス 米国

特徴 TSO4社によるボトムアップ式
で全国統一計画を策定

ISOが国家系統計画を提案し、
TOの事業計画に組み込まれる
ことで整備が実現

各ISO/RTOで独自に計画を策
定（後述のCAISOの例参照）

前提となる国家方針
など

• 連邦気候法（2045年CN）
• 再エネ法に基づく再エネ増強

など

• 政府のエネルギー政策
（Powering up Britain等）

• 国家政策声明書（NPS）

• 連邦電力法（FERCの前身組
織の設置法）

• FERC命令888,2000
（ISO/RTO設置）

国と事業者の関係 • TSO4社が全国統一の「送電
系統開発計画（NEP）」を策定

• 当局がNEPを承認、NEPの中
の重要路線は、国家計画「連邦
必需計画（BBPl）」対象に指定
され、議会で法制化

• 国は前提となるエネルギー政
策を提示するとともに政策の
枠組みを定めるが、あくまで
個別プロジェクトの実施は事
業者に委ねられる

• 事業者は事業計画を規制機関
（国）に提出し、認可を受ける

• 連邦政府は、州内で完結する
送配電に対する権限を持たな
い

• ただし国家送電回廊の指定に
よる許認可の迅速化などを実
施

補足 • EUレベルの10カ年系統開発
計画（TYNDP）とは「相互参
照」関係（どちらかが常に先行
するわけではない）

• ISOは国家系統計画を策定す
る過程で発電事業者やTO等
の産業界と協議

• 連邦政府は、州をまたぐ送電
事業に対するFERCによる
ISO/RTOの規制を通じて、
権限を行使している

出所）各種情報より作成
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ドイツ・系統計画のフロー

 ドイツではTSOが送電系統開発計画（NEP）を策定し、当局の承認を受ける。

 NEPから選定された重要路線が連邦必需計画（BBPl）に取り込まれ、法制化される。

出所）TenneTウェブサイト“Bundesnetzagentur  bestät igt  Netzentwick lungsplan  2035 – und  damit  neue Pro jekte  an  der  Westküste Sch leswig-

Ho ls te ins”

1.2  送電系統の長期開発計画の策定フローと位置づけ
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イギリス・系統計画のフロー

 政府によるエネルギー政策を実現するための具体的な手段として、ISOが国家系統計画を策定

 整備主体のTOがISOの国家系統計画を踏まえて事業計画を作成し、規制機関の承認を受けること

で整備が実現

1.2  送電系統の長期開発計画の策定フローと位置づけ

• 政府・SO・規制機関が政策決定・計画策定を行う際は、基本的にコンサルテーション（公衆意見公募）を行う

• ISOは国家系統計画策定にあたり、コスト分析や実現性検討を実施

• 規制機関は事業計画認可にあたり、消費者利益を考慮し、規制料金制度に基づく支出・収益しか認めない

政府
（DESNZ） エネルギー政策

ISO
（NESO） 国家系統計画

事業計画
TO

（3社）

規制機関
（Ofgem）

事業環境整備
（ASTI指定等）

事業計画認可

電力系統政策

事業実施

政府・規制機関・TOと協働して長期開発計画を策定

政府のエネルギー政策・電力系統政
策に基づいて事業環境整備を行い、
事業者が開発しやすいように支援

ISOの長期開発計画等を
踏まえて事業計画を策定

※政府はあくまで政策立案を行い、個別プロジェクトを直接推進することはない
NPSを踏まえて開発合意令を発給

出所）各種文献に基づきエム・アール・アイ リサーチアソシエイツ作成

発電事業者

発電事業者等の
意見も反映
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米国・系統計画のフロー（CAISO）

 CAISOでは、下図に示すように2年間をかけて送電計画を策定

出所）CAISO "Bus iness  Pract ice  Manua l  fo r  Transmiss ion  P lann ing  Process" （2024年）より引用

1.2  送電系統の長期開発計画の策定フローと位置づけ

CAISOの送電計画プロセスの標準スケジュール
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1.3  系統接続時の系統増強：増強判断規律
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ドイツ・増強判断規律

 NEPでは将来の電力消費量別のシナリオに基づき、計画提案路線の必要性を評価

 当局は、NEPの記載項目を評価、費用便益分析（外部委託）を実施して当該路線の要否を判断

出所）

1.3  系統接続時の系統増強：増強判断規律

シナリオ 特徴 2045年
電力消費見込

シナリオ枠組A 国産水素シェア拡大による脱炭素化 約1,050TWｈ

シナリオ枠組B 徹底した電化による脱炭素化 約1,100TWｈ

シナリオ枠組C 脱炭素化はするが、省電力化低調 約1,300TWｈ

2023年NEPのシナリオ枠組

• 直近3年間で実施が必要な送電網拡張対策

• 全対策のスケジュール

• パイロットプロジェクトとしての計画（長距離・大容量送電

における損失低減技術、高温超伝導電力ケーブルの使用

〔技術的・経済的フィージビリティ評価含む〕、その他新技術

利用）

• 前回NEPの進捗状況：遅延の場合はその事由含む・

使用する送電技術の技術情報

• 代替計画の可能性検討

• 洋上風力に関連して、洋上接続線の情報、地域開発計画や

EUレベル計画、既存計画との整合性など

NEPの記載・評価項目

費用便益分析例（シナリオ枠組B、2037年）

2023年NEPでは、連邦ネットワーク庁の委託を受けたefRuhr社が

費用便益分析を実施。下掲（海底HVDC系統）では、全シナリオで

費用対効果ありとして当局が計画の妥当性を確認。

出所）連邦ネットワーク庁 “Bedarfsermitt lung  2023-2037/2045”
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ドイツ・費用分担

 ドイツには4つのTSOがあるが、洋上風力が多い北部沿岸のTSOに整備負担が偏重しがち。

 このため送電系統や洋上風力の接続インフラ（ドイツではTSOが負担。次スライド参照）の整備・運用

に係る負担や収入過不足を4TSOで平準化し、全国一律の料金体系で消費者から回収する仕組みが

構築されている。

1.3  系統接続時の系統増強：増強判断規律

ドイツにおける送電系統・洋上接続線の費用分担

出所）エネルギー事業法、洋上風力エネルギー法より作成
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ドイツ・ 洋上風力設備からの接続インフラ整備

 通常、電源から送電系統への接続線の整備は発電事業者の責任。

 洋上風力は例外。洋上風力エネルギー法（WindSeeG）に基づき、TSOが洋上接続インフラを整備。

 設置後の設備はTSOの資産となり、建設・運用保守費用は4つのTSOで負担平準化、全国の電気使

用者からオフショア送電系統賦課金（全国一律）として回収。（前スライド参照）

1.3  系統接続時の系統増強：増強判断規律

洋上コンバータから陸上既存系統への接続ポイント

TSOが整備

発電設備から洋上コンバータ

までの接続線

発電事業者が整備

TSOによる洋上接続線整備

出所）エネルギー事業法、洋上風力エネルギー法より作成
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イギリス・増強判断規律

 一義的にはTOが増強判断を下し、系統整備計画を含む事業計画を規制機関に提出・許認可取得

 一方、TOの事業計画はISOの国家系統計画、規制機関の事業環境整備に沿って立案されているた

め、これらの策定過程において事実上の増強判断がなされているといえる

1.3  系統接続時の系統増強：増強判断規律

洋上風力発電所の
陸上接続点を特定

接続点を設計

接続点を評価

詳細評価を行う
接続点を特定

第1段階：初期ネットワーク設計を特定・評価

洋上・陸上ネットワークを評価 推奨全体ネットワークを決定

第2段階：洋上風力発電ファーム接続の推奨設計を決定

陸上ネットワークを決定 最終提案

第3段階：将来的な電力ネットワークニーズを決定

【国家系統計画（Beyond 2030）の評価軸】
• 経済性・効率性（需要家にとって最も価値があるものか）
• 実現性・運用性（現実的かつ経済的に運転可能か）
• 環境影響（可能な限り自然環境への影響を最小化できるか）
• 地域影響（可能な限り立地地域への影響を最小化できるか）

国家系統計画（Beyond 2030）における提案手順

国家系統計画（Beyond 2030）における評価例

【ASTIプロジェクト指定の検討項目】
• 指定による早期実現が生む便益
• 指定による競争阻害が生む不利益
• 消費者保護
※ASTIプロジェクトに指定されると、計画早期段階から託送料金を通じ
た費用回収が可能（37ページ参照）

出所）Nat iona l Gr id ESO 「Beyond 2030 Technica l Report 」 （2024年）に基づきエム・アール・アイ リサーチアソシエイツ作成

出所）Nat iona l Gr id ESO 「Beyond 2030 Technica l Report 」 （2024年）
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イギリス・費用分担

 送電系統整備費用を直接的に負担するのはTOであり、TOの収益はOfgemによって規制される

 TOは、発電事業者・小売事業者・送電網に接続された需要家が支払う託送料金（TNUoS） によって

収益を得る（TNUoSは最終的に電気料金として需要家が負担する）

 発電事業者が支払うTNUoS（Generation tariffs）は、地域線料金・地域変電所料金・広域料金

（Wider tariff）・調整料金の4つから構成されており、このうち広域料金が送電系統の整備費用を

カバーする。

 広域料金は、27種類のゾーンごとに限界費用方式で設定されており、需要地から遠いゾーンの電源

設備が支払うTNUoSは高くなる。

 一方、需要家のTNUoSは14ゾーンに分かれ、需要地で高く設定。風力が多い北部ゾーンでのゾー

ン加算はゼロ。

 よって主として、系統整備費用は送電負担が大きい地域の電源が多く負担する仕組みと考えられる

1.3  系統接続時の系統増強：増強判断規律

発電事業者 NESO TO各社

TNUoS

小売事業者需要家

電気料金 卸売代金 支払い

TNUoS

イギリスにおける送電系統費用負担の流れ

Ofgemが認可した事業計
画に基づき、送電系統を整
備・収益を得る

出所）NESO “F ina l  TNUoS Tar i f fs  fo r  2024/25” （2024年1月）ほか
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イギリス・ 洋上風力設備からの接続インフラ整備

 陸上送電系統に接続するための送変電設備を発電事業者が整備した後に、洋上送電事業者

（OFTO）に入札で売却、OFTOが所有・運営。

 発電事業者はOFTOの設備の利用料をNESOに支払。OFTOはNESOが回収したTNUoS（前ス

ライド参照）から、 OfgemがOFTOの送電ライセンスで規定した年間収入レベルに応じた報酬を受

け取る。

 風力発電が低調など、料金収入低下時も一定収益を保証。ただしOFTO設備が正常に運用できない場合はペナ

ルティ（報酬減額）

1.3  系統接続時の系統増強：増強判断規律

OFTO概念図

• Ofgemが入札開始時に、開発者の見積をもと

に概算移転価値を設定

• 上記をもとに、OFTO応札者が入札収入レベル

（TSR）提示。TSRが低い事業者が落札

• 関連設備のOFTOへの移転完了時点でOfgem

が移転価値を最終評価し確定

• TSRをもとに、上記最終評価による調整等を踏ま

えて、Ofgemが供用期間を通じたOFTOの年間

収入レベルを決定

OFTOの収入決定フロー

出所）  NESO “TNUoS charg ing  fo r  of fshore  generators  and  the Offshore  Transmiss ion  Owner  reg ime” （2023年10月）ほか
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米国・増強判断規律（CAISO）

 CAISOは送電に関するソリューション案を以下のスクリーニング基準で評価。

a. CAISOがマニュアルで定める以下のカテゴリーのいずれかに当てはまること

 信頼性プロジェクト

 商業プロジェクト（混雑収入権（CRR）の獲得を目指すプロジェクト）

 ある地点において制約を受けているリソースの相互接続のために設置される設備（Location Constrained 

Resource Interconnection Facilities (LCRIF)）

 デマンドレスポンス、発電、又はその他の送電以外の代替策

 長期CRR（期間1年以上のCRR）の実現可能性を維持するために必要となるソリューション

b. 送電のアップグレードや追加は、CAISOのバランシングオーソリティ領域内で実施されるものであること、ま

たはCAISOが管理するグリッドに接続されていること

c. 提出するデータや情報が完備されたものであること。また、不足を指摘された場合は定められた期間内に補完

すること

d. 提案が、これまでにCAISOによって承認されたソリューションと機能的に重複していないこと

e. ソリューションが地域をまたいでおり、他の相互接続バランシングオーソリティ領域に影響を及ぼす場合、提案

が影響を受ける主体によって評価を受けたかどうかに関する情報を提供すること

f . ソリューションが地域をまたいでいる場合、適用されるカテゴリーのデータの十分性要件を遵守していること

出所）CAISO "Bus iness  Pract ice  Manua l  fo r  Transmiss ion  P lann ing  Process" （2024年）より引用

1.3  系統接続時の系統増強：増強判断規律
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米国・費用分担（CAISO①）

 CAISO領域内で送電設備を設置している事業者は、連邦エネルギー規制委員会（FERC）が承認す

る「収益要求」 を通じて、CAISOの全需要家から送電費用を回収。

 回収を認められるのは、送電資産の減価償却費や、送電に係る維持管理費用等。

 今後の電力需要の増大に対して、州の温室効果ガス削減目標を達成しつつ対応するために、州外の

風力発電からの電力輸入を増加させる必要性が認識され、サブスクライバー参加送電所有（SPTO）

モデルを整備。ワイオミング州の風力発電から電力輸入するTransWest Express社のプロジェ

クトが第1号の適用事例に。※

 SPTOモデルでは、送電施設の建設を希望する事業者は、当該施設のすべて又は一部にサブスクラ

イブしその費用を分担するサブスクライバーを募る。（次のスライドに概念図を掲載）

出所：カリフォルニア州公益事業委員会“2023 Ca l i fo rn ia  E lect r ic  and  Gas  Ut i l i t y  Costs  Report ” （2024年4月）等に基づき作成

1.3  系統接続時の系統増強：増強判断規律

※ TransWest Express社のプロジェクトでは、同プロジェクトによりCAISOのグリッドと連結されるワイオミング発電社（ワイオミング州で風

力発電を実施）がサブスクライバーとなるが、同社以外のサブスクライバーは確認できていない。
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米国・費用分担（CAISO②）

 SPTOモデルで送電施設を建設する場合、CAISOとしての決定は不要であり、CAISOの計画には

のちに追加される。

 サブスクライブしたユーティリティ（需要家に電力を供給する事業者）の需要家のみが費用を負担。

出所：各種資料に基づき作成

1.3  系統接続時の系統増強：増強判断規律

送電事業者への資金フロー（左：SPTOモデルでない場合、右：SPTOモデルの場合）
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米国・費用分担（CAISO③）

 SPTOモデルの導入により想定される変化や、同モデルで想定されるメリット

 電力需要が大きいカリフォルニア州への州外からの風力発電の輸入を活発化させ、州の再生可能エネルギー導

入目標の達成に寄与できる。

 SPTOモデルで送電施設を建設する場合CAISOとしての決定が不要であることによる、意思決定の迅速化

 CAISOの全需要家が費用を負担するのではないため、サブスクライブを選択しなかったユーティリティの需要

家の送電に係る支払いは増加しない。

 ユーティリティは、サブスクライブするかしないかについて自社で判断を行うことができる。

1.3  系統接続時の系統増強：増強判断規律

出所：各種資料に基づき作成
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1.4  海底ケーブル、架空線等の施工力確保に関する取組
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各国における取組状況

 HVDCケーブル製造者を対象として特定する補助金や支援制度は確認できないが、洋上風力促進や

低炭素産業支援などの枠組みを通じ、間接的にケーブル等の製造事業者の支援や、事業の予見性を

高める取組が見受けられる。

1.4  海底ケーブル、架空線等の施工力確保に関する取組

ドイツ イギリス 米国

政府による直接支援 • なし • 支援の必要性が政策文書で
指摘されているものの、直
接的な支援は存在しない

• 2022年8月成立のイン
フレ抑制法（IRA）で税控
除を拡充することで、電
線製造業者を支援

間接的支援 【事業の予見性を高める取組】
• 洋上風力エネルギー法

（WindSeeG）に基づく風力
エリア計画で、陸上接続インフ
ラをセットで計画に盛り込む

• 特定の送電系統計画をBBPｌ
で国家計画化

【ＥＵレベルの支援】
• ＥＵの共通利益プロジェクト

（PCI）指定の場合、EUの補助
金を受けられる可能性がある

• HVDCケーブルが必要とな
るプロジェクトをASTIプロ
ジェクトに指定するなどし
て実現予見性を高めること
で、間接的に支援

• 輸出信用保証庁（UKEF）が
脱炭素技術輸出に対して
2029年までに100億ポン
ド分の支援を行う計画であ
り、2024年12月には海底
ケーブルメーカーのJDR社
に3000万ポンドの債権保
証を実施（2022年には1
億ポンドの運転資金を融
資）

【事業の予見性を高める取
組】
• FERCは2024年5月

に命令1920を発行し、
長期地域送電計画の策
定と実施について枠組み
を定める

【連邦レベルの取組】
• 国家送電回廊の指定に

よる許認可の迅速化

出所）各種情報より作成
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参考：米国での支援と第2期トランプ政権発足後における動き

出所）ホワイトハウスウェブサイト、Cable Wor ld  News  “Prysmian  Pu l ls  the  P lug  on  US  Submar ine Cab le  Factory” （2025年2月12日）等に基づき作成

1.4  海底ケーブル、架空線等の施工力確保に関する取組

 米国では、IRAで税控除を拡充することで、以下のように電線製造業者を支援。

 LS GREENLINK USA：バージニア州で6億8,100万ドルを投じてHVDC海底ケーブル製造施設を建設予定。

約1億ドルの税控除を受ける

 ヘレニックケーブルアメリカズ：メリーランド州に3億ドルを投じて海底・地下電線に特化した製造施設を建設予

定、5,800万ドルの税控除を受ける

 プリズミアン社：ペンシルベニア州の先進送電導体製造施設を拡張する計画、約389万ドルの税控除を受ける

 2025年1月に第2期トランプ政権発足、連邦政府による洋上風力のための海域のリースの一時停止

や、洋上及び風力発電に関する連邦政府の承認等の一時停止を命令。

 こうした動きを受けプリズミアン社は米国における施設拡張計画を中止、ただし中止には米国にお

ける洋上風力の開発の遅さや同社のサイトの許認可に固有の問題も指摘されている。
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参考：米国における税控除

1.4  海底ケーブル、架空線等の施工力確保に関する取組

 米国における税控除の制度

 米国連邦政府は民間企業等に対して、研究開発等のために政府資金を給与する補助金（grant）、資金を貸与す

る貸付（loan）、金融機関からの借入の返済を連邦政府が保証する債務保証（loan guarantee）、税控除と

いった形で資金支援を行っている。このうち、税控除には税額控除（tax credit）と所得控除（tax 

deduction）がある。

税額控除 所得控除

所得税額から直接に税額を差し引くもの。日本の所得税
における「住宅ローン控除」等に類似した制度。
（例）連邦法人税額が4億ドルのA社が48Cにより1億ドルの税控
除を受ける場合、納税額は3億ドルとなる。

課税所得額を差し引くもので、日本の所得税におけ
る「保険料控除」等に類似した制度。
（例）所得額60,000ドルのB社が10,000ドルの所得控除
を受ける場合、同社の課税所得額は50,000ドルとなる。B
社の納税額は50,000ドル×21%（2024年連邦法人税
率）＝10,500ドルとなる。

 48Cによる税控除の総額

 2009年の米国再生・再投資法で23億ドルが上限と規定されていたが、IRAにより100億ドルが追加。

出所）USA TODAY “What  is  a  federa l  tax  c red it?  Get  to  know how i t  works ,  what  makes  i t  d i f ferent  f rom deduct ions ”（2024年4月10日）等に基づ

き作成
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米国・リフトオフレポート

 DOEは2024年4月、革新的グリッドに関するリフトオフレポートを公表

 目的は、商業的に利用可能だがまだ実用化に至っていないグリッド技術やその送配電システムでの

適用について、3～5年の期間での実用化を加速するための経路の特定

出所）DOE 「革新的グリッドに関するリフトオフレポート」（2024年4月）に基づき作成

1.4  海底ケーブル、架空線等の施工力確保に関する取組

リフトオフレポートが対象とする技術とその価値の所在
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1.5 大規模送電計画事例
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NeuConnect（イギリス-ドイツ） 概要

 NeuConnectの概要は以下の通り

出所）

1.5 大規模送電計画事例

国・地域 ドイツ（Wilhelmshaven）⇔イギリス（Isle 

of Grain） ※オランダ沖合も通過

スケジュール 2019年にEUのPCIに指定。

2022年までに英独での主要な計画認可取得

2023年にイギリス、2024年にドイツ側で主要工事（ケーブ

ル敷設ルート掘削）作業開始

2027年試運転、2028年全線開通、以後25年間供用予定

事業主体 NeuConnect Holdings B.V.（金融持株会

社）

NeuConnect Britain Limited（イギリス

事業会社）※オランダ通過部分も担当

NeuConnect Deutschland GmbH & 

Co. KG（ドイツ事業会社）

出資比率：仏メリディアン53.5％ 独アリアン

ツ：26.2％、関西電力18.3％、東京電力2％

設備容量 1,400MW

直流電圧 525ｋV Bipolar

連系線の長さ 全長725ｋｍ(ドイツ部分193ｋｍ)

上記のうち706ｋｍが北海を通過する海底ケーブル（うち95

ｋｍがドイツの排他的経済水域、86ｋｍがドイツ領海を通過）

コスト
28億EUR（約4,550億円） ※1EUR＝162.45円換算

（2023年年間平均TTB）

出所）各種資料より作成
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NeuConnect（イギリス-ドイツ） ステークホルダー①

 NeuConnectでは、オリジネーターであるデベロッパーが初期計画を行い、インベスターに事業を

売却して体制を移行する流れが見られる。（仏Meridiamはメインインベスターとして残留）

 初期段階から計画段階における実施主体・出資者の推移を以下に示す。

1.5 大規模送電計画事例

出所）各種資料より作成
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NeuConnect（イギリス-ドイツ） ステークホルダー②

 本件はプロジェクトファイナンスによる資金調達を実施。JBIC含む融資団と2022年7月にファイナ

ンシャルクローズ。資金目途が立ち、計画段階から建設段階に移行。

 HVDCケーブルでは住友電工が、主契約者のプリズミアンから一部のケーブル製造を受注。

1.5 大規模送電計画事例

出所）各種資料より作成
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NeuConnect（イギリス-ドイツ） 費用回収

 英独当局の規制・支援に係る法的規定において、コスト及び費用は「英独50％で按分」。

 ドイツ側では「既存TSOを経由して送電料金から」コスト回収、イギリス側では支援枠組「キャップ・ア

ンド・フロア」スキームにより、コスト回収を行うとともに、一定の利益を保証される。

1.5 大規模送電計画事例

＜既存TSOを経由して送電料金から回収＞

• ドイツでは、4つの既存TSO間で収益・負担を平準化し

て全国一律の送電料金を設定（1.3 ドイツ・費用分担参

照）

• 独立系統のNeuConnectは、直接接続する既存TSO、

TenneTを経由する（NeuConnectの費用と収益を、

TenneTにつけかえる）ことで、送電料金を通じてコス

トを回収する

• 認定されるコストには、系統運転前の整備費用も含む。

ただし、計画策定段階の最初期のコストの認定の範囲や

是非は不明

＜「キャップ・アンド・フロア」スキームにより、コスト回収・

収入保証＞

• 2014年に導入されたスキーム。事業者の収入に上限

（キャップ）と下限（フロア）を設定し、事業者の収入が

下限を下回る場合は、下限との差額の補填を受ける一

方で、上限を超える超過利益が出た場合は、Ofgem

に収益を引渡し、需要家に還元する

• 認定対象コストには、プロジェクトの開発費用

（DEVEX）も含む

• NeuConnectプロジェクトのキャップレベルは1.21

億ポンド、フロアレベルが8,390万ポンド（いずれも

2020/2021年価額）（2023年7月決定）

ドイツ イギリス

建設費用はプロジェクトファイナンスで融資により調達。供用開始後に「キャップアンドフロア」でコストを回収する。
出所）ドイツエネルギー事業法、  Ofgem “ Interconnector  Cap  and  F loor  Reg ime Handbook”ほか
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Eastern Green Link2 （EGL2）（イギリス） 概要

 EGL2の概要は以下の通り。

出所）

1.5 大規模送電計画事例

国・地域 イギリス・スコットランド

（Aberdeenshire）⇔イギリス・イングランド

（North Yorkshire）

直流電圧 525kV Bipole

事業主体 SSEN-T社（スコットランド）・NGET社（イン

グランド）

連系線の長さ 500km(うち海底436ｋｍ)

スケジュール 2024年9月建設開始、2029年完工予定 コスト 43億ポンド

設備容量 2,000MW

出所）各種資料より作成
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Eastern Green Link2 （EGL2）（イギリス） ステークホルダー

 既存の2つの系統所有者（TO）による共同プロジェクトであり加速戦略的送電投資（ASTI）の支援枠

組のもと、計画段階から託送料金（TNUoS）によるコスト回収を認められる。

 HVDCコンバータは日立エナジーがEPC契約を獲得。

1.5 大規模送電計画事例

ASTIによる費用回収

については次スライド以下

参照

出所）各種資料より作成



Copyright © MRI Research Associates 39

イギリス・戦略的送電投資加速（ASTI）＜全体像＞

 イギリスのOfgemは2022年に、大型送電プロジェクトにおいて、早期段階からの費用を託

送料金（TNUoS）から回収可能にする新たな枠組み「戦略的送電投資加速（ASTI）」プログラ

ムを導入。

1.5 大規模送電計画事例

早期建設資金（ECF）は次スライド参照

ASTIの概要

項目 概要

目的 2030年までに最大50GWの洋上風力
を接続するために必要な系統を確保

対象 2030年までに供用開始予定の、既存
TSOによる大型（1億ポンド超）送電プ
ロジェクト

特徴 プロジェクト初期からの費用について資
金回収が可能になる。Ofgemの費用認
定と支給総額の決定は、建設開始前の
プロジェクト評価（PA）で一括実施。そ
の前の段階でも、事業者の見積をベー
スに、以下の資金を回収できる。
○建設前資金（PCF）：計画段階で、当
該TSOが持つ全ASTIプロジェクト
（ポートフォリオ）費用見積の2.5％を上
限として計上可能
○早期建設資金：建設準備の段階で、プ
ロジェクト費用見積の20％を上限に費
用に計上可能（※オプション）

EGL2では事業者の見積り43億ポンドに対し

OfgemがPAで34.5億ポンドの費用を承認
出所）Ofgem “Accelerated  St rateg ic  Transmiss ion  Investment  Gu idance And  Submiss ion  Requirements  Document” （2023年8月）
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イギリス・ASTI＜早期建設資金（ECF）＞

 ASTIでは、プロジェクトの加速化・リスク低減を目的として、プロジェクト費用の最大20％を前倒し

で回収可能にする「早期建設資金（ECF）」オプションが利用可能。

1.5 大規模送電計画事例

• 戦略的な用地取得

• 早期の許認可取得に係る作業

• 早期の調達契約

• その他、Ofgemが認める活動

ECFの資金対象となる「早期建設活動」

ASTIの概要（再掲）

項目 概要

概要 PA前に、プロジェクト費用の最大
20％を支給（Ofgemが認めれば
20％超も可能）

目的と条件 早期建設活動（下掲）に対し、早期に
資金を確保することで、建設準備作
業を加速化し、リスクを低減できる
など、明らかに消費者利益が得られ
ることが申請・承認の条件

位置づけ ECFは「オプション」であり、例えば
EGL2はECFを申請していない

ECFの概要

出所）Ofgem “Accelerated  St rateg ic  Transmiss ion  Investment  Gu idance And  Submiss ion  Requirements  Document” （2023年8月）



Copyright © MRI Research Associates 41

ASEAN地域の国際連系線計画①

 ASEAN地域における主要なHVDC海底ケーブルによる国際連系線計画は以下の通り

 複数の海底HVDCプロジェクトがFS段階にあるが、現状では建設等の具体化には至っていない

出所）ASEANエネルギーセンター等の情報に基づき作成

1.5 大規模送電計画事例

ASEANパワーグリッド（APG）
構想

スマトラ島・マレー半島
プロジェクト

ラオス・タイ・マレーシア・
シンガポール電力統合プロジェクト

（LTMS-PIP）

関係国 • ASEAN加盟国 • インドネシア、マレーシア • ラオス・タイ・マレーシア・シンガ
ポール

概要 • 本構想で、右のLTMS-PIPを
含む18の送電網開発を計画

• 構想の第3段階では、最大
33GWの相互接続を可能とす
る18の越境送電線のほか、62
の潜在的な再生可能エネルギー
サイト（8,119GWの太陽光、
342GW風力発電）を特定

• 海底部分はスマトラ島からル
パット島までのルパット海峡部
分（5km）と、ルパット島からマ
レーシア・マラッカまでのマラッ
カ海峡部分（53km）の2カ所の
海底HVDC接続部分で構成、地
域初の海底越境接続を目指す。

• スマトラ島内ルパット海峡まで
の区間は139kmのHVDC架
空線の利用を計画

• タイとマレーシアを経由して、ラ
オスからシンガポールに最大
100MWの水力発電由来電力
を輸出

• タイ・マレーシア間では、2002
年よりHVDC接続（架空線）が
運用

進捗状況 • LTMS-PIPはすでに越境送電
を開始している

• 2024年3月から2026年12
月にFSを実施予定

• 2022年6月に運用を開始
• 出力増強に向けたFSを実施予

定

※次ページにスマトラ島・マレー半島

プロジェクト概要図を掲載
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ASEAN地域の国際連系線計画②

 スマトラ島・マレー半島プロジェクトの概要図は以下の通り

出所）国連アジア太平洋経済社会委員会（UNESCAP） “MALAYSIA’s  RECENT DEVELOPMENT IN  RE  &  ASEAN POWER CONNECTIVITY”より引用

1.5 大規模送電計画事例

 

 

 

スマトラ島・マレー半島プロジェクトの概要図
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1.6 その他トピックス
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ENTSO-E 10カ年系統開発計画（TYNDP）と費用便益分析①

 欧州TSOで構成するENTSO-Eは、加盟各国の系統の計画・進捗を踏まえて隔年で10カ年系統開

発計画（TYNDP）を策定、国際連系線のニーズを整理。

 EUの支援を受ける共通利益プロジェクト（PCI）の特定等のため、各路線の費用便益分析を実施。加

盟国の系統計画の評価でも、ENTSO-Eの費用便益分析ガイドラインが用いられる傾向。

1.6 その他トピックス

費用便益分析の評価カテゴリー

出所）ENTSO-E  “4th  ENTSO-E  Gu idel ine  fo r  cost -benef i t  ana lys is  of  g r id  development  p ro jects”
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ENTSO-E 10カ年系統開発計画（TYNDP）と費用便益分析②

1.6 その他トピックス

種別 定義

Ｂ：便益（Ｂｅｎｅｆｉｔｓ）

B1 社会経済的便益 電力消費者、生産者、送電事業者の短期的な経済的余剰の合計として定義される。送電容量への

投資で、一般的に、送電のボトルネックのため以前は利用できなかった安価な発電設備でより多く

の需要を満たせるようになるため、経済的余剰の合計が増加する。

B2 CO2排出量変化による社会への追加便益 新規プロジェクト・投資によるCO2排出量の減少などの変化を示し、純粋なCO2排出量（トン）の

変化と、この変化がもたらす追加的な社会的費用（€/年）の2つの指標から成る。

B3 再エネ統合 系統強化、投資により再エネ出力制御の回避量（MWｈ単位）や追加で接続された新たな再エネ設

備（MWｈ単位またはＭＷｈ）で表される

Ｂ4 間接的温室効果ガス排出 ＣＯ2以外の化学物質等の排出による間接的な温室効果ガス削減効果（トン/年）で表される

Ｂ5 送電ロス変化 プロジェクトや停止によるエネルギー損失の減少等の変化（MWh/年）で表される

Ｂ6 供給安定：需要充足 プロジェクトや投資により、同等の安定性維持に必要なピーク電力への投資ニーズの減少、あるい

は設備容量を一定とした場合における、需要に対して供給できない電力量の減少（MWh/年）で表

される

Ｂ7供給安定：柔軟性 再給電指令に対応できない電源が大量にあると仮定した場合において、系統安定に必要な調整力

に対応する能力。下掲2つのモデルが開発段階

B7.1 調整力取引 調整力（aFRR, mFRR, RR）の取引・共有による効果

B7.2 調整力容量取引 調整力（aFRR, mFRR, RR）容量の取引・共有による効果

Ｂ8供給安定：安定性 系統プロジェクト、投資による系統安定性の変化を以下の4つの個別指標（B0-B3）で評価

Ｂ8.0 定性的安定性 採用技術に基づき、系統強化がシステム安定性に及ぼす潜在的影響を簡易に一般化して記載する。

Ｂ8.1 周波数安定性（電力量側面） 系統強化の有無による周波数変動への影響を評価する

Ｂ8.2 周波数安定性（容量側面） ※上記参照。ただし、本項目については手法が開発途上

Ｂ8.3 ブラックスタート 系統強化の有無によるブラックスタートサービスのコスト削減を評価する

Ｂ8.4 電圧/無効電力 無効電力サービス等の効率化については測定方法等が開発途上であり、定性的な評価

B9 再給電発電所リザーブ 系統強化による、再給電容量減少等の効果（MW/年）を示す

C:コスト（Cost）

C1 設備投資(CAPEX) プロジェクトの設備投資額をユーロで示す。許可取得費用、実現可能性調査の実施、用地取得、地

盤、準備作業、設計、解体、設備購入、設置などの要素を含む。

C2運用費（OPEX） プロジェクトまたは投資に関連する年間の運転・維持費用をユーロ/年で示す

残存影響（緩和策を講じてもなお残留する影響）

S1 環境 予備調査で確認された、環境に対する残存影響を記載する

S2 社会 予備調査で確認された、地元住民等に対する社会的な残存影響を記載する

S3 その他 その他すべての影響について記載する

評価カテゴリーの定義

出所）ENTSO-E  “4th  ENTSO-E  Gu idel ine  fo r  cost -benef i t  

ana lys is  of  g r id  development  p ro jects”
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TenneT社のドイツ送電事業に対する支援

 TenneTは、オランダ政府100％所有のTSOでオランダ・ドイツで送電系統を保有・運用。

 管轄区域が北部沿岸を含むなど、ドイツの4TSOの中でも系統整備の負担が大きい。

 ドイツ事業のドイツ政府への売却交渉は2024年6月に頓挫、オランダ政府はドイツ事業をスピンオ

フし、ドイツ事業単独で株式公開などによる民間資金調達を可能に。

 当面はオランダ政府が「つなぎ融資」を提供し、2026年までの独蘭における系統整備・運用を支援

 ドイツ国内では、安全保障上好ましくない国によるTSO買収を懸念する声も。

1.6 その他トピックス

TenneTドイツ事業の分離

出所）TenneT、ドイツ連邦議会、オランダ政府情報より作成
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2.系統運用に関する政策

2.1 出力制御の制度・手法     48

2.2 出力制御の実績     56

2.3 出力制御に伴う精算・補償制度    64
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2.1 出力制御の制度・手法
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出力制御の制度・手法（ドイツ①）

2.1 出力制御の制度・手法

 TSOによる出力制御は、系統混雑回避を目的とした再給電指令（Redispatch）が主。

 2021年10月以降、再エネも再給電指令の対象に（Redispatch 2.0）。

 小規模分散電源を含む包括的な管理・制御体制（Redispatch 3.0 ）への移行には、DSOや小規

模電源のIoT対応加速が課題。

再給電指令：電力卸売市場での前日市場がクローズし、バランシンググループの需給計画に基づく発電所への給電指令

（Dispatch）済の電源に対し、TSOが系統安定の目的で、系統への電力供給の増減を指示すること

従来、再エネは
実需フェーズでの
出力制御の
「最終手段」

再エネは制御対象外

再エネも制御対象

全電源による
再給電指令に
統合。
実需フェーズの
緊急措置では
再エネも補償なし

出所）BDEW情報等より作成
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出力制御の制度・手法（ドイツ②）

2.1 出力制御の制度・手法

 ドイツにおける電力需給・系統安定調整のタイムラインの概要は以下のとおり。

 再給電指令後の残余の誤差に対しては、バランシング市場で調達した予備力のうち、aFRR（5分内

に出力上下動に対応）、mFRR（15分内に出力上下動に対応）が充てられる。

時間 市場 TSO

前日

12：00 前日市場終了

14：30 バランシンググループから需給計画を受領

15：00 市場の状況を見ながら需給計画調整・
再給電指令検討

当日

数時間
前から
数分前

必要に応じカウンタートレーディング（TSO
による逆取引〔市場介入〕。主にドイツ-デン
マーク間で実施）

再給電指令発出

5分前 当日市場ゲートクローズ 需給の予測誤差対応としてリザーブ投入
（aFRR、mFRR）

実需

出力制御のタイムライン

出所）EPEX、TSO各社情報より作成
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出力制御の制度・手法（イギリス）

2.1 出力制御の制度・手法

 イギリスでは、ISOが市場（Balancing Mechanism）で上げ・下げの調整用電力量を調達

 リアルタイム需要の60～90分前にBMが開き、30分単位でBids（消費増加or出力制御）とOffer（消費抑制

or出力増加）の入札が行われる。基本的には価格に基づいて落札者を決めるが、運用や立地要素を考慮して選

定することもある

 事前に需給が大きく乖離する見通しであるときはISOが出力制御契約を公募

【新たな出力制御制度に向けた取組】

 特にスコットランドとイングランドを結ぶ系統が混雑することから、スコットランドを対象とした地域

制御市場（Local Constraint Market）を試行中

 LCMでは出力制御に必要なコストよりも安価に電力供給を行うことで需要喚起を促し、出力制御のコスト減を

目指す

 産業界と協働して実施した出力制御協働プロジェクトの報告書（2024年7月公表）では、BMに参加

していない発電事業者を対象とした制御管理市場（Constraint Management Market）の設

立が提案されている

 CMMの実現方法として、出力制御に対する需要（アンシラシーサービス契約において出力制御が発生するとき

の需要に対して安価に電力を供給する）、長期CMM（数か月～数年単位）、短期CMM（1週間～リアルタイム）の

3つが検討されている

出所）NESOウェブサイト「W h at  i s  t h e  B a l a n c i n g  M e c h a n i s m ?」、NESOウェブサイト「 L o c a l  C o n s t r a i n t  M a r k e t」、Nat iona l Gr id ESO 「Constra ints  Co l laborat ion  

Pro ject  –F ina l  Report 」 （2024年）
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出力制御の制度・手法（スペイン）

2.1 出力制御の制度・手法

 スペインでは、TSOが市場ベースで（PDBF技術制約市場）で上げ・下げの調整用電力量を調達。

 上記で不足する場合、三次調整力の未使用分を投入。それでも不足する場合、TSOによる出力制御

が行われる。

時間 市場（OMIE） TSO（REE）

前日
市場
フェ
ーズ

10：30 翌日の1時間毎の需要予測及び国際連系線
での融通容量を公表

12時頃 市場における入札結果から、需
要と発電の計画を作成

翌日の相対取引の需給契約状況を受領

13：30 PDBF作成・公表

PDBF技術制約市場で上げ・下げ調整調達

当日
フェ
ーズ

前日
15：00
～

当日市場取引 リアルタイムで系統制約状況を監視、技術制
約市場で調達した容量を用いて、再給電な
どの調整措置を実施

実需1時
間前

当日市場ゲートクローズ

実需直
前・実需
フェーズ

需給の予測誤差対応として三次予備力投入

REEによる出力制御（非市場手段）

※PDBF：日別ベース運転計画（Programa diario base de funcionamiento）

PBDFに含ま
れる電源・需要
家は入札義務
あり

1時間単位。今
後は15分単位
が標準に。

出所） “P .O.3 .2 Rest r icc iones  técn ica”、“P .O.3 .1 Proceso  de programac ión”などをもとに作成
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出力制御の制度・手法（アイルランド）

2.1 出力制御の制度・手法

 優先給電ルールに従い、再エネの出力制

御前に、従来電源を抑制する。

 どの電源を抑制しても価格差が無い状態

（Tie-Break-Situation）においてのみ、

ファーム型接続がノンファーム型接続に対し

て優先性を持つ。

 Constraint発生時はノンファーム接続を優

先的に抑制。

 Curtailment発生時は全てプロラタで抑制。

1
プライスメーカーである従来電源、及びゲートクローズ
後の連系線のカウンタートレード

2

A

SEM-20-072 の条件に基づく、優先給電ステータスを持た
ない従来型発電及び風力・太陽光発電ユニットの再給電、
ならびにゲート閉鎖後のゲートクローズ後の連系線のカ
ウンタートレード

B 泥炭

C ハイブリット発電

D 高効率 CHP/バイオマス/水力

E

SEM-20-
072 に基
づく太陽
光/潮力/
風力発電

I
制御可の要件を満たすが、現在は制御出
来ないユニット

II 制御可能なユニット

III
適用除外または制御不能と予想されるユ
ニット

F 連系線の再給電

G 再給電による公衆の保安上の危険がある水力

 出力制御には、需給要因など電力系統全体の制約（Curtailment）と、送電線の過負荷や電

圧安定性など、地域電力系統における制約（Constraint）の2つがある。

 CurtailmentとConstraintの同時発生時は、まずConstraint、その次にCurtailmentの順で

出力制御を実施。

 ファーム型接続とノンファーム型接続の違いは、メリットオーダーに基づく発電計画と、系統

制約を加味した実際の給電指令による出力の乖離分に対する補償の有無。

優先給電ルール（表）

出所） SEM委員会  “Treatment  of  Curta i lment  in  T ie-break  s i tuat ions”などをもとに作成
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出力制御の制度・手法（オーストラリア）

2.1 出力制御の制度・手法

 オーストラリア東海岸のクイーンズランド州等では、オーストラリア・エネルギー市場管理機関

（AEMO）が全国電力市場（NEM）を運営

 風力、太陽光を中心とした再生可能エネルギー発電の拡大が急速に進められていることもあり、出力

制御（curtailment）が大規模に行われる事態も発生

 オーストラリア・エネルギー市場委員会（AEMC）が定める国家電力規則で、電力系統の制約

（constraint）を緩和するための手続き策定の際に従うべき原則として以下の2点が定められてい

るが、特に再生可能エネルギーによる発電を優先すべきとの規定はない。

 手続きを定めるに当たっては、電力系統のセキュリティを維持するというAEMOの責務や国家電力規則が定め

る価格設定の原則との一貫性を維持しつつ、合理的なディスパッチの結果を導出するために登録された市場参

加者と協議すること

 AEMOは、制約の緩和を必要とするあらゆる事象について登録された参加者に報告すること

出所）AEMC 「国家電力規則」等に基づき作成
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出力制御の制度・手法（米国）

2.1 出力制御の制度・手法

 米国では系統内の変電所等をノードとし、ノード毎に取引価格（地域限界価格（LMP））が決定

 LMP＝「システムエネルギー価格」＋「ノード別送電混雑価格」＋「ノード別送電ロス価格」

 システムエネルギー価格：送電ロスを考慮しない時の価格（市場均衡価格）で、すべてのノードで同じ値

 ノード別送電混雑価格：送電混雑の処理に要する費用が反映された価格で、送電システム内に送電混雑が発生し

なければ、ゼロ

 ノード別送電ロス価格：送電ロスの補償に要した費用が反映された価格

出所）Nomura  Research  Inst i tute Consu l t ing  &  So lut ions  Ind ia  Pvt .  L td .  『令和5年度 エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（諸外国における再生可能

エネルギー政策等動向調査）』（2024年3月）より引用
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2.2 出力制御の実績
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出力制御の実績①

2.2 出力制御の実績

 調査対象国のうち、電力量ベースでの再エネ出力制御の実績が示されている国・地域における

2022年、2023年の再エネ出力制御量・発電量・制御率は以下のとおり。

再エネの出力
制御量（GWｈ）

再エネ
発電量（GWｈ）

再エネ
制御率（％）

補足

ドイツ 2022年 8,071 247,583 3% ー

2023年 10,477 265,883 4% ー

イギリス 2022年 3,898 80,542 5％ 風力のみ・市場ベースでの出
力制御（系統混雑由来）のみ
の数値2023年 4,364 82,309 5％

スペイン 2022年 1,526 116,695 1% ー

2023年 1,963 134,649 1% ー

アイルラン
ド

2022年 1,280 13,676 9% 風力のみ（再エネの大部分が
風力。発電電力量の約34％
を占める）。太陽光含む制御
率は59ページ参照。

2023年 1,663 13,757 11%

2024年 2,163 13,288 14％

米国
（CAISO）

2022年 2,449 88,520 3% 再エネ発電量は、カリフォル
ニア州における発電量
（CAISO全体の発電量は取
得できず）

2023年 2,660 103,219 3%

※系統に流入する電力の制御率を見るため、再エネ発電量は可能な限り系統接続量、あるいは自家消費分を除くnetの発電量を用いる。

取得できない場合はgrossの発電量で代替している。

出所）各種情報より作成

※各国における出力制御量の算出方法は統一されていないことに留意。
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出力制御の実績②

2.2 出力制御の実績

 調査対象国のうち、ConstraintとCurtailmentによる出力制御を明白に区別しているのは、再

エネ優先給電の制度があり、島国の小国で風力が多く、発電増加や負荷脱落の影響が大きくなりちが

ちという事情を持つアイルランドのみ。

各国の再エネ出力制御の実績と制御率

再
エ
ネ
制
御
率

再
エ
ネ
制
御
量
（G

W
ｈ
）

※再エネ制御率＝再エネの出力制御量 / （再エネ発電量+再エネの出力制御量）

Constraint 9.3％

Curtailment 4.7%

アイルランドにおける定義

Constraint ：送電線の過負荷や電圧安定性など、地

域電力系統における制約

Curtailment ：需給要因など電力系統全体の制約

出所）各種情報より作成
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出力制御の実績(アイルランド参考①)

2.2 出力制御の実績

 アイルランドに関しては、2024年における再エネの制御状況がConstraint起因のものと

Curtailment起因のものに分けて以下のように示されている。

 また、アイルランド全島における再エネ全体の制御率は12.1％である。

Jan Feb Mar Qtr1 Apr May Jun Qtr2 Jul Aug Sep Qtr3 Oct Nov Dec Qtr4 2024

Dispatch Down 8.6% 10.2% 9.8% 9.6% 19.5% 8.0% 14.7% 15.2% 12.8% 26.9% 13.9% 19.4% 13.3% 10.6% 16.6% 14.0% 14.0%

Constraints 4.4% 6.1% 6.3% 5.7% 8.4% 5.3% 11.6% 8.6% 11.9% 21.3% 8.9% 15.1% 9.9% 6.4% 11.3% 9.6% 9.3%

Curtailments 4.2% 4.1% 3.5% 3.9% 11.1% 2.7% 3.1% 6.6% 0.9% 5.6% 5.0% 4.3% 3.5% 4.1% 5.3% 4.4% 4.7%

Dispatch Down 6.2% 6.9% 6.3% 6.5% 14.5% 4.2% 10.1% 10.7% 6.6% 22.5% 10.1% 14.8% 11.2% 8.6% 10.9% 10.4% 10.1%

Constraints 1.9% 2.3% 2.8% 2.3% 3.0% 1.3% 6.3% 3.6% 5.6% 16.2% 4.6% 9.9% 7.8% 4.4% 4.7% 5.6% 5.1%

Curtailments 4.4% 4.6% 3.5% 4.1% 11.6% 2.9% 3.8% 7.1% 1.0% 6.3% 5.5% 4.8% 3.4% 4.2% 6.2% 4.8% 5.0%

Dispatch Down 18.2% 23.9% 25.3% 22.5% 39.4% 22.1% 31.0% 32.5% 38.7% 43.4% 30.6% 38.5% 22.0% 19.1% 38.4% 28.4% 29.6%

Constraints 14.7% 22.0% 21.9% 19.6% 29.9% 19.8% 30.5% 27.6% 38.2% 40.4% 28.0% 36.2% 18.3% 15.6% 36.5% 25.5% 26.4%

Curtailments 3.5% 1.9% 3.4% 2.9% 9.5% 2.3% 0.5% 4.9% 0.5% 3.0% 2.6% 2.3% 3.7% 3.6% 1.9% 2.9% 3.2%

Dispatch Down 4.6% 3.9% 8.8% 6.5% 13.1% 3.0% 7.6% 7.6% 3.9% 11.1% 6.8% 7.3% 4.7% 3.8% 10.3% 5.5% 7.1%

Constraints 1.2% 1.2% 2.5% 1.8% 2.4% 1.8% 3.9% 2.8% 2.7% 6.3% 3.8% 4.3% 1.8% 0.9% 4.1% 2.0% 3.2%

Curtailments 3.4% 2.7% 6.3% 4.7% 10.8% 1.3% 3.7% 4.8% 1.2% 4.9% 3.1% 3.0% 2.9% 2.9% 6.2% 3.5% 3.9%

Dispatch Down 3.4% 3.5% 7.7% 5.6% 12.1% 1.5% 5.8% 6.1% 1.8% 7.9% 5.7% 5.0% 3.6% 3.2% 8.5% 4.4% 5.3%

Constraints 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 1.5% 0.7% 0.4% 2.5% 2.2% 1.6% 0.6% 0.1% 1.4% 0.6% 1.0%

Curtailments 3.4% 3.5% 7.6% 5.6% 12.0% 1.3% 4.3% 5.4% 1.4% 5.4% 3.5% 3.4% 3.0% 3.1% 7.1% 3.8% 4.3%

Dispatch Down 11.9% 5.3% 12.8% 10.2% 18.3% 10.8% 17.8% 15.6% 18.8% 33.1% 13.0% 22.1% 11.8% 8.5% 21.8% 12.9% 16.9%

Constraints 8.3% 5.0% 11.5% 9.0% 13.7% 9.9% 17.2% 13.7% 18.3% 32.0% 12.3% 21.3% 9.8% 6.5% 21.2% 11.3% 15.6%

Curtailments 3.6% 0.2% 1.3% 1.3% 4.6% 1.0% 0.6% 1.9% 0.5% 1.1% 0.8% 0.8% 1.9% 2.0% 0.5% 1.7% 1.4%

AI Dispatch Down 7.4% 8.8% 8.7% 8.3% 16.8% 6.2% 12.2% 12.6% 10.2% 24.0% 12.3% 16.8% 11.7% 9.2% 15.0% 12.4% 12.1%

IE Dispatch Down 5.4% 5.9% 5.6% 5.7% 12.5% 3.3% 8.5% 8.9% 5.3% 20.1% 9.2% 12.8% 9.9% 7.5% 9.9% 9.2% 8.8%

NI Dispatch Down 16.1% 21.1% 22.2% 19.9% 34.2% 17.6% 25.6% 27.0% 29.7% 38.4% 25.0% 32.2% 19.2% 16.3% 34.8% 25.0% 25.5%

A
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d

AI

IE

NI

S
o
la

r

AI

IE

NI

AI:アイルランド島全体

IE：アイルランド

NI：北アイルランド（英国領）

出所） EirGr id  “System and  Renewable  Data  Reports”などをもとに作成
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出力制御の実績(アイルランド参考②)

2.2 出力制御の実績

 Curtailment：

- SNSP issue：総需要と直流連系線に対する非同期発電機の発電割合の制限

- RoCoF / Inertia：発電機事故時の周波数変化率の低減または系統の慣性
を確保するため

- High Freq/Min Gen：供給過多時の周波数上昇の軽減または予備力要件
等を満たすべく最低発電出力で従来電源を起動するため←Curtailmentの
中で最も多い。

 Constraint：ローカルな系統混雑による制約。送電線や変圧器の容量不足によ
る過負荷回避などにより発生

全発電
可能量

15,569,830

出力抑制量

2,181,415

他の要因
での抑制

7,855

14%

0.1%

Curtailment

725,883

TSO
Constraint
1,455,538

9.3%

4.7%

RoCoF/ 
Inertia

858

High Freq/
Min Gen
699,372

SNSP

25,654

4.5%

0.0%

Trans. 
Constraints
1,454,772

試運転

766

9.3%

0.0%

全発電量
13,288,194

85.3%

100%

風力発電
内訳
MWh

%

 アイルランドに関しては、発生要因別の出力制御量も公表される。（表は全島風力、2024年）
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出力制御の実績（米国CAISO参考）

2.2 出力制御の実績

 CAISOは月次の市場パフォーマンス報告書で再生可能エネルギーによる発電の出力制御に関する

情報を公表。

 情報は、出力制御の発生原因別や、電源（太陽光、風力）別で取りまとめ。

出所）CAISO “Market  Performance Report  September  2024” （2024年12月5日）

2023年8月から2024年9月にかけてのCAISO管内における

再生可能エネルギーによる発電の出力制御（電源別）
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出力制御の実績（米国PJM）

2.2 出力制御の実績

 PJMの市場監視組織が報告書で、混雑事象に関する情報を公表

 混雑事象：監視された設備に対する偶発事象の潜在的な影響を制御するため、または実際の過負荷を制御する

ために、ユニットまたはユニットがメリットオーダーから外れてディスパッチされなければならない場合に発生

 混雑イベント時間：特定の設備が1時間以内に1回以上、5分間隔で制約を受ける場合に発生

出所）モニタリング・アナリティクス “PJM State  of  the  Market  –  2023 Sect ion  11  Congest ion  and  Marg ina l  Losses” （2024年3月14日）

PJMの2022年及び2023年に最も混雑事象が多かった上位25施設
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出力制御の実績（オーストラリア）

2.2 出力制御の実績

 NEMにおける出力制御の実績は、設備容量単位で公表されている。

 下図では、棒グラフは当該四半期に制御された容量の平均を、折れ線グラフは風力または太陽光の

利用可能な容量に占める制御された容量の割合を図示。

 NEMでは例年、夏の第4四半期に出力制御が大きくなっている。

出所）AEMO “Quarter ly  Energy  Dynamics  Q3 2024” （2024年10月）より引用

NEMにおける風力及び太陽光の出力制御の実績
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2.3 出力制御に伴う精算・補償制度
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出力制御に伴う精算・補償制度①

2.3 出力制御に伴う精算・補償制度

 欧州では実需前の計画段階における需給・混雑を市場的・技術的手段による調整にコストをかける国

が多い傾向

ドイツ イギリス スペイン

補償の有無 実需前の再給電指令：あり
実需フェーズの緊急措置：なし

あり あり（下掲②ではファーム電源のみ）

概要・特徴 【TSOによる介入】
実需前の再給電指令で全電源に補償
あり。ただし実需フェーズでの緊急措
置の場合は全電源補償なし（従来は再
エネのみ補償あり。現在は廃止）

【市場手段】
①市場において「上げ」「下げ」容量を
入札で調達
【ISOによる介入】
②長期的に供給が上回る見通しの場
合は、ISOが出力制御を公募

【市場手段】
①市場（技術制約市場）において「上
げ」「下げ」容量を入札で調達
【TSOによる介入】
②不足分を直接制御

再エネ特例の有無
（金銭的補償）

一部あり なし（再エネ優先給電もなし） なし

補足 • 補償算定において、逸失利益と追加
コストの全体が補償対象に（他電源
では逸失利益保証に制限）

• 再給電指令では再エネ出力制御の
条件を従来型電源に比べて、数倍
（5-15倍）効果が高い場合とする優
先規定あり

• 送電事業者とCurtailed 
Connection Offers（接続のた
めに系統増強が必要であり、増強ま
での間に出力制御の発生を前提と
して系統接続を行う契約）を締結し
た場合、出力制御に対して補償金が
支払われる

• ②は再エネか否かではなく、ファー
ム接続（補償あり）かノンファーム接
続（なし）による

• ②のファーム接続でも、系統安定目
的の制御は補償を受けるが、再エネ
大量流入時の制御は、個々の契約
等の条件により、補償の有無や内容
が異なる

補償実績（全電源） 2,837百万ユーロ（4,596億円）
(2022年 )
2,367百万ユーロ（3,835億円）
(2023年 )

約7.6億ポンド（1,467億円）（2024
年4月～9月）
約5.8億ポンド（1,119億円）（2023
年4月～9月）
※バランシングコストとしてまとめられ
ており、市場での調達コストを含む

①191.6百万ユーロ(310億円)
（2022年）/111.8百万ユーロ（181
億円）（2023年）
②44.0百万ユーロ（71億円）（2022
年）/20.8百万ユーロ（34億円）
（2023年）

出所）各種情報より作成
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出力制御に伴う精算・補償制度②

2.3 出力制御に伴う精算・補償制度

 アイルランドではファーム接続電源が補償対象、ノンファームは対象外。

 アイルランドはConstraintとCurtailmentを区別しており、2018年以降Curtailmentはファーム電源で

あっても補償対象外。

 オーストラリアと米国では、出力制御に対する補償を行っていない。

アイルランド オーストラリア 米国

補償の有無 ・ ファーム接続電源は補償有り、
ノンファーム接続電源は補償無し
・ 2018年以降Curtailmentは
ファーム接続でも補償対象外

なし なし

概要・特徴 Constraintの場合、ファーム接続の
電源に対して補償（ノンファーム接続
の場合補償なし）。イギリス本土のよう
な市場手段による調整は確認されて
いない。

オーストラリアでは、風力、太陽光を中
心とした再生可能エネルギー発電の
拡大が急速に進められていることも
あり、出力制御が大規模に行われる事
態も生じているものの、他国のような
補償・精算は導入されていない

米国の全ISO/RTOは、すべての送電
線に対して混雑処理を行う準備を整
えた上で混雑発生時には市場の入札
情報などを元に混雑処理を行うノー
ダル制で運用されており、他国のよう
な補償・精算は導入されていない

再エネ特例の有無
（金銭的補償）

なし なし なし

補足 優先給電ルールに従い、再エネの出力
制御は、従来電源の後。

ー ー

補償実績 694.14百万ユーロ（1,125億円）
（2022年10月～2023年9月）
539.98百万ユーロ（875億円）
（2023年10月～2024年9月）

混雑緩和市場の導入などが検討され
たものの、現状「補償」に相当する出力
制御に対する金銭の支払いは行われ
ていない

米国では、地域限界価格（LMP）の設
定により市場ベースで送電混雑に対
応しており、現状「補償」に相当する出
力制御に対する金銭の支払いは行わ
れていない

出所）各種情報より作成
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